
「マイナンバーカード普及推進キャンペーン」の実施について

 平成 30 年 3 月開始の「コンビニ交付サービス」など、本市でもマイナンバーカード

を使用する市民向けサービスが充実してきたことから、本市のカード普及率が伸び悩ん

でいることを踏まえ、カード普及率向上を目的に下記のとおり普及推進キャンペーンを

実施します。

記

１ 趣旨 

（１）普及に向けた PR の必要性 

 ・マイナンバーカード普及率向上のため、市民を対象として普及推進 PR が必要。
    ※ H30.9 末現在の全政令市平均 12.84% 新潟市 7.58% （交付枚数 ／ 人口） 

    ※ H30.9 末現在の全政令市交付枚数 3,524,772 枚 新潟市 60,357 枚 

（２）利用用途のアピール 

・各種電子サービス（コンビニ交付サービス、電子申請サービス、等）で活用できる

ことをアピールし、普及率アップを目指す。

（３）住民基本台帳カードからの切替促進 

 ・平成 27 年 12 月に発行終了した「住民基本台帳カード（住基カード）」搭載の電子

証明書は、平成 30 年 12 月末までに有効期限 3 年を迎え全て期限切れとなるため、

マイナンバーカードへの切り替えを促す。

・確定申告の電子申告（e-Tax）等にも利用できるが、カード交付までには 1 か月程度

掛かることから、早期のカード申請手続を促す。

２ 期間 

 平成 30 年 11 月 5 日（月）～ 12 月 28 日（金）

３ 内容 

（１）カード未受領お知らせハガキの一斉送付 

   キャンペーン開始日時点で未受領期間 30 日を超えるカード交付申請者に対し、

一斉にお知らせハガキを発送する。発送予定数 5,811 通。

（２）窓口における案内強化 

   「マイナンバーカード申請補助サービス」の周知、国作成パンフレット「マイナ

ンバーまるわかりガイド」の転入届出者への配布、マイナちゃんグッズ配布など、

区役所窓口（区民生活課・窓口サービス課）における案内を強化する。

（３）広報の充実 

   市報・市ホームページを中心に、カードの取得手続・カードを使用した各種行政

サービス等を PR する。

   市報は 11 月 4 日号に掲載。ホームページは 10 月 9 日にリニューアル済。

【カードを使用した各種行政サービスの例】 

・コンビニ交付サービス  ・新潟市電子申請システム 

・マイナポータル     ・各種税電子申告（国税：e-Tax、地方税：eLTAX）
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